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 浅間南麓こもろ医療センター 建物管理業務仕様書（業務基本仕様書） 

 

１ 総 則 

（１） 業務実施場所及び概要 

  施設内容  浅間南麓こもろ医療センター 

   ア 所 在 地  長野県小諸市相生町三丁目３番２１号 

   イ 構  造  鉄筋コンクリート造 

ウ 階  数  地上 7 階 

エ 敷地面積  6,196.64 ㎡ 

オ 建築面積  3,710.73 ㎡ 

カ 延床面積  21,102.64 ㎡ 

  

（２） 業務期間及び従事時間 

   ア 業務期間 

    令和 8 年 4 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日まで（5 年間） 

   イ 従事時間 

    従事時間は、各業務仕様書のとおりとする。 

 

（３） 業務内容 

     本業務の内容は、以下に分類される。 

   Ⅰ 設備管理業務 

   Ⅱ 設備点検業務 

 

（４） 遵守及び報告事項 

   ア 法令等の遵守 

     業務にあたっては、法律、関係諸法令等を遵守し、常に善良なる管理者の注意をもって誠 

実に業務を遂行しなければならない。 

   イ 再委託について 

     業務の一部を再委託しようとする場合には、再委託届を病院に提出し、承諾を得なけれ 

     ばならない。なお、再委託にあたっては、可能な限り小諸市内に本社又は支社（営業所） 

を有する者を選定しなければならない。また、従業員については、可能な限り小諸市民を 

雇用しなければならない。 

（５） 従業員の選定、報告 

   ア 従事者の選定 

    各業務に従事する者（以下「従事者」という。）は、病院に勤務する職員として来院者等の

患者と接する機会が想定される。そのため、従事者には単に業務遂行能力だけでなく、誠実

な勤務態度が求められる。本業務受託者（以下「受託者」という。）は、そうした点を考慮



2 
 

して従事者を選定しなければならない。業務の一部を再委託する場合も、受託者は同様の配

慮を求めなければならない。 

   イ 従事者の報告 

    受託者は、病院に、顔写真を含めた従事者の名簿を提出しなければならない。また、再委 

    託した業務の従事者についても同様に受託者が提出しなければならない。 

従事者の変更があった場合は病院に対して速やかに変更届を提出しなければならない。 

    なお、従事者の変更にあたっては、必要かつ十分な引継を行い、業務の遂行に支障をきたさ 

ないようにしなければならない。再委託した業務の従事者についても同様とする。 

   ウ 従事者の服務指導等 

   (ｱ) 従事者は業務内容に応じた被服、名札等を着用しなければならない。これに要する費用は 

      受託者が負担しなければならない。 

   (ｲ) 業務の遂行にあたっては、安全及び衛生管理に十分注意し、事故等の発生の防止に努めな 

      ければならない。万一、事故が発生した時は、直ちに病院に連絡し、受託者の責任にお 

いて処理し、病院にその経緯及び結果を報告しなければならない。 

   (ｳ) 故意又は過失により、施設及び物品等を破損した場合は、受託者の責任において原形復旧 

      しなければならない。 

   エ その他 

    病院は、従事者の勤務態度その他が、公務に支障をきたす恐れがあると判断した場合は、 

受託者に必要な是正措置を求めることができる。その場合、受託者は速やかに対応して、病 

院にその結果を報告しなければならない。 

   オ 業務管理責任者の選任 

    受託者は、業務管理責任者を選任し、書面で病院へ報告しなければならない。 

（６） 報告その他 

   ア 提出書類 

     受託者は、以下に掲げる書類を作成し、病院に提出しなければならない。 

    (ｱ) 契約代金内訳書 

     契約締結後、契約金額の積算根拠となる業務内容と単価を記載した契約代金内訳書。 

    (ｲ) 建物の維持保全計画書（短期・長期） 

     建物の維持保全に関する設備部品の交換、更新時期や支出時期等を示した短期及び長期 

     保全計画書 

   (ｳ) 事業計画書 

     年間の運転業務周期を示した設備運転計画書及び年間の設備の日常点検、定期点検及び法 

     定点検等の時期を示した設備点検計画書 

    (ｴ) 従事者届（従事者変更届）及び業務管理責任者届 

    (ｵ) 再委託届 

    (ｶ) 業務完了届 

     毎月、業務完了後速やかに提出 



3 
 

   イ 守秘義務 

     受託者は、業務上知り得た秘密並びに病院の不利益になる情報を他に漏らしてはならない。

当該守秘義務は、契約期間が終了した後も継続する。また、個人情報については小諸市個

人情報保護条例を遵守し、適正な管理をしなければならない。 

この規定は再委託業者にも適用し、これに関して受託者は指導その他の責任を負う。 

   ウ 危険防止の処置 

     本業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には安全処置を講じ、事故 

等の発生を防止しなければならない。また、その周辺に第三者が存する場合又は立ち入る 

恐れがある場合には、危険防止に必要な処置を講じ事故等の発生を防止しなければならな 

い。 

   エ 災害等発生時の対応 

     災害等が発生した場合、受託者は、病院の指示に従い復旧活動に協力しなければならな 

い。 

（７） 光熱、水道及び施設の無償使用 

   ア 受託者は、業務の遂行に必要な限りにおいて、電気、水道を無償で使用することができる。 

   イ 受託者は、病院から指定を受けた従事者の執務、休憩、更衣のための場所及び作業道具 

     保管のための場所については、当施設の設備を無償で使用することができる。 

（８） 業務の引き継ぎ 

   この委託契約期間後に、新たな業者が管理業務を請負うことになった場合、受託者は、自らの 

責任において新たな業者に業務の引き継ぎをしなければならない。 

（９） 特記事項 

   ア この仕様書に定めのない事項又は疑義のある事項については、病院と受託者が協議して対 

応する。また、業務実施後、実施が必要と思われる業務が新たに発生した場合も同様とす 

る。 

   イ 業務の一部を再委託する場合、受託者は責任を持って再委託者を指導し、業務が円滑に行 

われるよう配意しなければならない。 

   ウ 受託者は、建物管理業務の実施のため、新たに従事者を雇用する場合、可能な限り小諸市 

     に居住するものを採用しなければならない。また、再委託した場合には再委託受託者に当 

     該方針を伝え、同様の配慮を求めなければならない。 

   エ 本業務の実施にあたり、官公署その他への手続きを要する場合には、受託者が費用を負担 

     し処理しなければならない。 

   オ 本業務の実施にあたり、第三者から妨害又は不当な要求を受けた場合は、受託者は病院に 

報告するとともに、警察へ届け出なければならない。これを怠った場合は、指名停止措置 

又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じるこ 

とがある。 
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設備管理業務仕様書 

Ⅰ.設備管理業務 

１． 常駐管理点検 

(1)常駐員の配置 

ア 配置人員：1名 

イ 勤務日時：平日 8：30～17：30 （実働 8時間） 

(2)日常管理点検（※対象設備は「(2)日常管理業務の対象設備」参照） 

ア 運転監視業務 

イ 日常点検業務及び測定記録 

ウ 書類及び物品の保管管理 

エ 定期点検の日程調整（「再委託先会社との日程調整」及び「病院業務施設課 

との日程調整」※病院内各所との調整は病院業務施設課が行う）、必要に 

応じて定期点検の立会、病院業務施設課への報告 

オ 軽微な修繕業務、修繕立会 

カ その他施設の維持管理に必要な業務で病院の業務施設課が指示する事項 

      （病院内各所からの依頼は病院業務施設課が受け業務施設課より設備員に指示） 

       (3)日常管理業務の対象設備     

          ア 給排水衛生設備 

       給水設備、給湯設備、排水設備、厨房系排水設備、医療特殊排水処理設備、

衛生器具設備、RI 排水処理設備 

     イ 防災設備 

       消火設備、警報設備、避難設備、消防用水、排煙・防火戸設備 

     ウ 搬送設備 

       エレベーター、気送管設備、垂直搬送設備 

     エ 医ガス設備 

       ガス受供給設備、圧縮空気設備、吸引設備 

     オ 液化酸素貯留設備 

     カ 建築建具設備 

       自動ドア、各種シャッター 

     キ 防犯設備 

       入退室管理設備、監視カメラ設備 

     ク ナースコール設備 

     ケ 放射線モニタ設備 
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   ２．運用管理 

         ・外来業者による保守点検整備業務等の立合い監督 

         ・所轄官庁の立入り検査等の立合い補助 

 

   ３．記録・報告 

        本業務における点検の記録、検針値の報告、設備の改善計画の提出等を行い、設備 

の運営、管理を計画的に推進し、蓄積されたデータを設備の保全に活用する。 

         ・保守点検の記録（定期点検表）  ・設備台帳の作成 

         ・管理計画書作成（年間、月間）    ・報告書の作成（月報、修理、設備不具合） 

         ・改善提案書の作成                 ・その他施設管理業務に必要な報告書等 

 

   ４．トラブル時の対応 

       勤務時間中のトラブル発生時は状況を病院の業務施設課担当者に報告するとともに

初動対応を行う。必要に応じて機器メーカー等に連絡を行う。 

       

   ５．什器・備品・について 

    設備員を常駐するうえで、必要な什器・備品については見積対象とし、「1.設備管

理業務（1）常駐設備員管理点検業務」に含めるものとする。 
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Ⅱ.設備点検業務(定期業務抜粋) 

１.電気設備 

 １）無停電電源設備点検（年１回） 東芝製 

  

設 備 名 仕 様 等 

無停電電源装置 

ＵＰＳ+蓄電池 138 ｾﾙ+入力盤 東芝製 

メーカー系列会社による定期点検 

 

２.空調設備 

 １）ヘッダー類の外観目視点検（年 2回） 

   ・冷水（往）1次ヘッダー（ＨＣＳ-1） 

   ・冷水（往）2次ヘッダー（ＨＣＳ-2） 

   ・冷水（還）ヘッダー（ＨＣＲ-1） 

   ・温水（往）1次ヘッダー（ＨＨＳ-1） 

   ・温水（往）2次ヘッダー（ＨＨＳ-2） 

   ・温水（還）ヘッダー（ＨＨＲ-1） 

 

 ２）加圧シスターン点検（定圧給水ユニット）（年２回） 荏原製作所製 

   メーカー点検仕様に基づく点検 

設 備 名 仕 様 等 

定圧給水ユニット

ポンプ 
受水槽 50Ｌ一体型（ＨＵＴ-1） 
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  ３.給排水衛生設備 

    １)受水槽清掃点検(年１回) 

設 備 名 仕 様 等 

受水槽 

90 ㎥ 

水道法による水槽清掃 

     

  ２)飲料水水質検査 

    水道法に基づく飲料水水質検査を実施する。 

① 全項目（28 項目）(年１回) 

② 省略不可項目（11 項目）(年１回) 

③ 簡易専用水道検査(年１回) 

④ 残留塩素測定（週 1回） 
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３)ポンプ点検 

     

設 備 名 仕 様 等 

給水ポンプユニッ

ト(上水系統) 

5 台ローテーション 5 台並列運転 荏原製（年２回） 

メーカー系列会社による定期点検 

排水ポンプユニッ

ト 

・災害用ポンプアップ槽用排水ポンプ（年２回） 

2 台×1 セット、水量 500、揚程 100、ﾓｰﾀ 0.75×2KW  

3Φ 200V 

起動確認 

・湧水排水ポンプ（年２回） 

2 台×7 セット、水量 100、揚程 100、ﾓｰﾀ 0.4×2KW  

3Φ 200V 

メーカー系列会社による定期点検 

・災害用汚水槽用ポンプ（年２回） 

2 台×1 セット、水量 100、揚程 100、ﾓｰﾀ 0.4×2KW  

3Φ 200V 

起動確認 

      

    ４）給湯設備清掃点検 

設 備 名 仕 様 等 

貯湯槽設備 

（第二種圧力容器） 

縦型 3,000L （年１回） 

第二種圧力容器の自主点検作業・内部清掃作業 

給湯予熱槽設備 

（第二種圧力容器） 

縦型 2,000L （年１回） 

第二種圧力容器の自主点検作業 
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密閉式膨張タンク

（第二種圧力容器） 

縦型 500L （年１回） 

第二種圧力容器の自主点検作業 

ポンプ類 

メーカー点検仕様に基づく点検 

・PHW-1 給湯 1 次循環ポンプ （年１回） 

・PHW-２給湯 2 次循環ポンプ （年１回） 

給湯用熱交換器  

プレート式（ＰＥＸ-２）（年２回） 

熱交換器点検 

 

  ５）給湯設備水質検査 

    水道法に基づく飲料水水質検査を実施する。 

① 全項目（28 項目）(年１回) 

② 省略不可項目（11 項目）(年１回) 

③ 残留塩素測定（週１回） 

④ レジオネラ菌類検査（1検体 年 1回） 

 

  ６）汚水槽設備清掃点検 

設 備 名 仕 様 等 

高温水槽 3.2 ㎥（年２回） 

災害用汚水槽 緊急用汚水槽 52 ㎥ （年２回） 

湧水槽兼機械排水槽 60 ㎥（年２回） 

災害用汚水槽1清掃（ポ

ンプアップ槽） 
9 ㎥（年２回） 

消火水槽 SP 用 12.8 ㎡以上（必要時） 

厨房グリーストラップ W1,320×L720×H660 250L （年６回） 
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  ７）排水水質検査（年 12 回） 

    環境庁告示 第 42 号「排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境庁長官が定め

る排水基準にかかる検定方法」等による。 

    分析項目：水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量。 

    

４.室内空気環境測定 

  １）空気環境測定（年６回） 

        ビル管理法及び労働安全衛生法に基づく空気環境測定を下記項目とその基準値を維 

持するよう 2ヶ月に 1回測定を行う。 

    ポイント数は 11 ポイントとする。（外気ポイントを含む） 

 測 定 項 目 基 準 値 

  浮遊粉塵量  0.15mg/㎥ 

  一酸化炭素含有率  10ppm 

  二酸化炭素含有率  1,000ppm 以上 

  室内温度  17℃以上 28℃以下 

  室内相対湿度  40％以上 70％以下 

  室内気流  0.5m/秒 

 

     

５.消防用設備等の点検および報告  ホーチキ製、パナソニック製 

      消防法第 17 条 3の 3 に基づく点検とその結果を所轄の消防署に報告する。 

    １)外観、機能点検（年 1回） 

        （外観点検） 

          消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無、その他主として外観から判別 

できる事項を消防用設備等の種類に応じ点検基準に従い確認する。 

        （機能点検） 

          消防用設備等の機器の機能について外観から、又は簡単な操作により判別できる 

事項を消防用 設備等の種類に応じ点検基準に従い確認する。 

 

    ２)外観、機能、総合点検（年 1回） 

        （総合点検） 

          消防用設備等の全部、若しくは一部を作動させ又は当該消防用設備等を使用することによ 

り、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ点検基準に従い確認 
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する。 

※消火器詰換え及び、連結送水管の耐圧試験（設置後 10 年を経過した 3 年毎に実施が必要） 

は必要時別途見積にて行うものとする。 

 

６.搬送機設備保守点検 

 １）気送管設備点検 日本シューター製  (年３回) 

設 備 名 仕 様 等 

気送管設備 
1 系統 10 ｽﾃｰｼｮﾝ 

メーカー系列会社による定期点検 

 

 

 

 ２）垂直搬送設備 日本シューター製  (年１回) 

設 備 名 仕 様 等 

気送管設備 
昇降速度 9.5m/min、2 ｽﾃｰｼｮﾝ 

メーカー系列会社による定期点検 
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７．医療特殊排水処置設備点検  アーパス技研工業製 

設 備 名 仕 様 等 

医療特殊排水処置設

備 

対象設備：流量調整槽 8・9 ㎥、生物処理槽 18 ㎥、高温

水槽 3.2 ㎥ 

原水貯留槽 9.1 ㎥、循環槽 2.5 ㎥、放流槽 1.3 ㎥ 

メーカー系列会社による定期点検管理 

定期点検（年２４回） 

PH 電極交換（年１回） 

PH 電極校正（年１２回） 

脱臭剤交換（3.0 ㎥/min 用）（年１回） 

水質分析（放流槽ｐH・BOD）（年１２回） 

 ８．ナースコール設備点検 ケアコム製 （年１回） 

設 備 名 仕 様 等 

ナースコール設備 
コンピュータ機器・ソフト点検 

メーカー系列の定期点検 
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※見積除外項目 

 

１．受変電設備、配電設備、負荷設備、非常用発電機保守点検、空調設備（フィルター清掃も含む） 

２．給排水衛生設備 

  ・各ポンプのオーバーホール、軸受、メカニカルシールの取替え 

  ・排水管の洗浄 

  ・各パッキン等消耗品費 

３．消防用設備等 

  ・失効機器の取替、薬剤の詰替及び補充 

４．建築物、その他 

  ・外壁の塗装、クラックの補修 

  ・屋根の防水処理 

  ・内装のクロス等の貼替え 

  ・建具類の取替 

５. 故障時の二次対応費用 

６．搬送機設備保守点検 ２）垂直搬送設備の修理に関わる費用 

７. 平日時間外及び夜間・休日の対応費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



浅間南麓こもろ医療センター　建物管理業務（通年度）

所在地  長野県小諸市相生町3丁目3-21

階数 地下 0 階 地上 7                                                   

建築面積 ㎡

延床面積 ㎡

容積対象面積 ㎡

建物用途  

消防法施行令 第 6 項 (イ)

ビル管の適用 有　・　無

竣工　　2017.9.30

法定
点検

仕様

１．設備管理業務

(1)常駐設備員管理点検業務

常駐管理費用 1 名 12 カ月 運転監視、日常点検業務及び測定記録、書類及び物品の保管管理

定期点検の日程調整・立会・報告、軽微な修繕業務、修繕立会　等

（平日8：30～17：30　実働8時間）※昼休憩時の代務は不要

※責任者不在時の代務費用を含むものとする

２．設備点検業務

(1)電気設備

1）無停電電源装置（ＵＰＳ）メーカー点検

（東芝製品（負荷は医療系機器のみ））

無停電電源装置（ＵＰＳ+蓄電池138ｾﾙ+入力盤） 1 式 1 回/年 メーカー系列会社による定期点検

本体交換部品 1 式 必要時 ８年毎に行う部品交換は別途見積対応

(2)空調設備

1）ヘッダー類点検

冷水（往）1次ヘッダー（ＨＣＳ-1） 1 台 2 回/年 外観点検

冷水（往）2次ヘッダー（ＨＣＳ-2） 1 台 2 回/年 外観点検

冷水（還）ヘッダー（ＨＣＲ-1） 1 台 2 回/年 外観点検

温水（往）1次ヘッダー（ＨＨＳ-1） 1 台 2 回/年 外観点検

温水（往）2次ヘッダー（ＨＨＳ-2） 1 台 2 回/年 外観点検

温水（還）ヘッダー（ＨＨＲ-1） 1 台 2 回/年 外観点検

2）加圧シスターン（定圧給水ユニット）点検

（荏原製作所製）

定圧給水ユニットポンプ　受水槽50Ｌ一体型（ＨＵＴ-1） 1 台 2 回/年 メーカー点検仕様に基づく点検

(3)給排水衛生設備

1）水槽設備関連

受水槽清掃・点検 有効90㎥ ○ 1 基 1 回/年 水道法による水槽清掃

2）飲料水水質検査

全項目（28項目） △ 1 式 1 回/年 ビル管理法に準ずる飲料水の水質検査

省略不可項目（11項目） ○ 1 式 1 回/年 水道法による飲料水の水質検査

簡易専用水道検査 ○ 1 式 1 回/年 水道法による検査

残留塩素測定 △ 1 式 1 回/毎週 水道法に準ずる飲料水の残留塩素測定　

3）衛生ポンプ類関連

給水ポンプ（PWU-1 上水用）メーカー点検 1 ｾｯﾄ 2 回/年 メーカー系列会社による定期点検

　5台ローテーションが1ユニット

排水ポンプ

　 　災害用ポンプアップ槽用排水ポンプ点検 2 台 2 回/年 起動確認

　　2台×1セット、水量200、揚程100、ﾓｰﾀ0.75×2KW　3Φ 200V

　 　湧水排水ポンプメーカー点検 14 台 2 回/年 メーカー系列会社による定期点検

　　2台×7セット、水量100、揚程100、ﾓｰﾀ0.4×2KW　3Φ 200V

　 　災害用汚水槽 湧水用ポンプ点検 2 台 2 回/年 起動確認

　　2台×1セット、水量100、揚程100、ﾓｰﾀ0.4×2KW　3Φ 200V

4）給湯設備関連

貯湯槽設備（第二種圧力容器） ○ 2 基 1 回/年 第二種圧力容器の自主点検作業・内部清掃作業

名称仕様 数量 保守頻度

3,711

21,103

20,777

病院

1



浅間南麓こもろ医療センター　建物管理業務（通年度）

所在地  長野県小諸市相生町3丁目3-21

階数 地下 0 階 地上 7                                                   

建築面積 ㎡

延床面積 ㎡

容積対象面積 ㎡

建物用途  

消防法施行令 第 6 項 (イ)

ビル管の適用 有　・　無

竣工　　2017.9.30

法定
点検

仕様名称仕様 数量 保守頻度

3,711

21,103

20,777

病院

縦型3,000L

給湯予熱槽設備（第二種圧力容器） ○ 1 基 1 回/年 第二種圧力容器の自主点検作業

縦型2,000L

PTE-1密閉式膨張タンク（第二種圧力容器） ○ 2 基 1 回/年 第二種圧力容器の自主点検作業

縦型500L

PHW-1給湯1次循環ポンプ 2 台 1 回/年

PHW-２給湯2次循環ポンプ 2 台 1 回/年

熱交換器点検

給湯用熱交換器　プレート式（ＰＥＸ-２） 1 式 2 回/年 外観点検

5）給湯設備水質検査

貯湯槽全項目（28項目） △ 1 系統 1 回/年 ビル管理法に準ずる飲料水の水質検査

貯湯槽省略不可項目（11項目） ○ 1 系統 1 回/年 水道法による飲料水の水質検査

貯湯槽レジオネラ菌類検査 △ 1 検体 1 回/年 レジオネラ属菌検査

残留塩素測定 △ 1 式 1 回/毎週 残留塩素測定　

6）その他水槽設備

高温水槽清掃 有効3.2㎥ 1 基 2 回/年

災害用汚水槽清掃 ○

緊急用汚水槽52㎥ 1 基 2 回/年 切換弁設置がある為、通常は使用されていないと想定

湧水槽兼機械排水槽清掃　有効60㎥ 1 基 2 回/年

災害用汚水槽清掃（ポンプアップ槽）有効9㎥ ○ 1 基 2 回/年 切換弁設置がある為、通常は使用されていないと想定

消火水槽　SP用　有効12.8㎥以上 1 基 必要時

厨房グリーストラップ清掃 1 基 6 回/年 グリーストラップ清掃費用

W1,320×L720×H660　250L ※廃棄物処理は別途契約が必要になります

7）排水水質検査 1 式 12 回/年 分析項目：水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量

(4)室内空気環境測定

1）空気環境測定（6項目） 11 Ｐ 6 回/年 空気環境の測定（2ヶ月に1回）

(5)防災設備

消防用設備等点検・報告（法） 専門会社による定期点検

機器点検・総合点検 ○ 1 式 2 回/年 消防法による消防用設備の機器点検（1回/年）・総合点検（1回/年）

(6)搬送設備

1)気送管設備 1 式 3 回/年 メーカー系列会社による定期点検

（日本シューター製品　1系統10ｽﾃｰｼｮﾝ）

2)垂直搬送設備 1 式 1 回/年 メーカー系列会社による定期点検

（日本シューター製品　昇降速度9.5m/min、2ｽﾃｰｼｮﾝ）

2



浅間南麓こもろ医療センター　建物管理業務（通年度）

所在地  長野県小諸市相生町3丁目3-21

階数 地下 0 階 地上 7                                                   

建築面積 ㎡

延床面積 ㎡

容積対象面積 ㎡

建物用途  

消防法施行令 第 6 項 (イ)

ビル管の適用 有　・　無

竣工　　2017.9.30

法定
点検

仕様名称仕様 数量 保守頻度

3,711

21,103

20,777

病院

(7)医療特殊排水処理設備関連

1)医療特殊排水処理設備メーカー点検 1 式 12 カ月 メーカー系列会社による定期点検

（検査系・人口透析系・高温系）25㎥/日

点検管理 1 式 24 回/年

　 PH電極交換費（中和槽・監視槽用） 2 基 1 回/年

PH電極校正費（中和槽・監視槽用） 2 基 12 回/年

脱臭剤交換費（3.0㎥/min用） 1 式 1 回/年 ※廃棄物処理は別途契約が必要になります

水質分析（放流槽ｐH・BOD） 1 式 12 回/年

部品交換

　消泡剤 8 箱 必要時 必要に応じ別途都度精算

　希硫酸 18 缶 必要時 必要に応じ別途都度精算

　苛性ソーダ 23 缶 必要時 必要に応じ別途都度精算

(8)ナースコール設備関連

1)ナースコール設備メーカー点検     

コンピュータ機器・ソフト点検 1 式 1 回/年 メーカー系列会社による定期点検

　 ケアコム製品

　

　

　

3
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